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公布された条例等のあらまし

（条例第34号）◇島根県地域活性化・生活対策臨時基金条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 条例の題名を島根県地域活性化・経済対策調整基金条例に改めることとした。

⑵ 基金の名称を島根県地域活性化・経済対策調整基金（以下「基金」という。）に改めることとした。（第１条関

係）

⑶ 基金を財源とする事業を地域の活性化に資する施策又は経済対策に対応した施策を行うために必要な事業に改め

ることとした。（第１条関係）

⑷ 基金の経理は、積み立てた資金の財源ごとに知事が定めるところにより区分して行うものとすることとした。

（第３条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第35号）◇島根県手数料条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 歯科技工士法関係手数料（別表21の項関係）

証明書の名称の改正

改 正 前 改 正 後

歯科技工士試験合格証明書 歯科技工士国家試験合格証明書

⑵ 歯科技工法の一部を改正する法律関係手数料（別表22の項関係）

試験の名称の改正

改 正 前 改 正 後

歯科技工士試験 歯科技工士国家試験

⑶ その他規定の整理

２ 施行期日

平成21年９月１日から施行することとした。ただし、１の⑶については公布の日から施行することとした。

（条例第36号）◇島根県立高度情報化センター条例を廃止する条例

１ 条例の概要

情報化の進展に寄与するため県民の利用に供してきた島根県立高度情報化センターについて、情報機器の利用及び

情報技術を取り巻く社会情勢の変化、地域での学習活動の充実等により公の施設としての意義がなくなったことか

ら、島根県立高度情報化センター条例を廃止することとした。

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第37号）◇島根県立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

施設使用料の新設（別表関係）

午前９時から 午後１時から 午後６時から 午前９時から 午後１時から 午前９時から

正午まで 午後５時まで 午後９時まで 午後５時まで 午後９時まで 午後９時まで
種 別

研修室５ 1,410円 1,880円 1,760円 3,050円 3,550円 4,340円
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２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第38号）◇島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

指定管理者に収受させる観覧料の基準額の改定及び企画展の名称の改正（別表第２関係）

⑴ 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒等を除く者が、自然館の天体運行の投影、全天周映画又は展示物

を観覧する場合（１人１日につき）

改 正 前 改 正 後

区分 個人 団体 区分 個人 団体

1,000円 800円特別企画展開催期間 600円 480円 特別企画展開催期間

企画展開催期間 600円 480円

320円
特別企画展開催期間以外 400円 320円

上記以外の期間 400円

⑵ 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒等を除く者が、自然館の天体運行の投影、全天周映画若しくは展

示物又は埋没林公園の埋没木等を観覧する場合（１人１日につき）

改 正 前 改 正 後

区分 個人 団体 区分 個人 団体

1,150円 920円特別企画展開催期間 750円 600円 特別企画展開催期間

企画展開催期間 750円 600円

440円
特別企画展開催期間以外 550円 440円

上記以外の期間 550円

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第39号）◇島根県立総合福祉センター条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 島根県立総合福祉センターの業務から介護研修センターの業務を削除することとした。（第３条関係）

⑵ 指定管理者が行う業務から島根県立生涯学習推進センター及び島根県立西部情報化センターの施設及び設備の維

持管理に関するものを削除することとした。（第５条関係）

⑶ 施設使用料の新設（別表関係）

ア 島根県立東部総合福祉センター

午前９時から 午後１時から 午後６時から 午前９時から 午後１時から 午前９時から

正午まで 午後５時まで 午後９時まで 午後５時まで 午後９時まで 午後９時まで
種 別

301研修室 5,090円 6,850円 5,090円 11,900円 11,900円 17,000円

302研修室 4,670円 6,230円 4,670円 10,900円 10,900円 15,500円

303研修室 720円 1,030円 720円 1,750円 1,750円 2,470円

304研修室 1,960円 2,700円 1,960円 4,660円 4,660円 6,620円

305研修室 1,860円 2,590円 1,860円 4,450円 4,450円 6,310円

306研修室 1,660円 2,280円 1,660円 3,940円 3,940円 5,600円

イ 島根県立西部総合福祉センター

午前９時から 午後１時から 午後６時から 午前９時から 午後１時から 午前９時から

正午まで 午後５時まで 午後９時まで 午後５時まで 午後９時まで 午後９時まで
種 別

101研修室 5,150円 6,870円 5,150円 12,000円 12,000円 17,100円
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102研修室 1,800円 2,400円 1,800円 4,200円 4,200円 6,000円

403研修室 3,810円 5,090円 3,810円 8,900円 8,900円 12,700円

⑷ その他規定の整理

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第40号）◇島根県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例

１ 条例の概要

⑴ 設置

社会福祉施設等の耐震化及びスプリンクラーの整備を促進するための事業に要する経費に充てるため、島根県社

会福祉施設等耐震化等臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）

⑵ 積立て

基金として積み立てる額は、予算で定めることとした。（第２条関係）

⑶ 管理

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管することとした。（第３条関係）

⑷ 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることとした。（第４条関

係）

⑸ 繰替運用

知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるこ

ととした。（第５条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第41号）◇島根県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例

１ 条例の概要

⑴ 設置

介護保険法に基づく施設等の整備及びスプリンクラーの整備を促進するための事業に要する経費に充てるため、

島根県介護基盤緊急整備等臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）

⑵ 積立て

基金として積み立てる額は、予算で定めることとした。（第２条関係）

⑶ 管理

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管することとした。（第３条関係）

⑷ 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることとした。（第４条関

係）

⑸ 繰替運用

知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるこ

ととした。（第５条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。
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（条例第42号）◇島根県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例

１ 条例の概要

⑴ 設置

介護保険法に基づく施設等の開設の準備又は介護職員の処遇の改善を支援する事業に要する経費に充てるため、

島根県介護職員処遇改善等臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）

⑵ 積立て

基金として積み立てる額は、予算で定めることとした。（第２条関係）

⑶ 管理

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管することとした。（第３条関係）

⑷ 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることとした。（第４条関

係）

⑸ 繰替運用

知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるこ

ととした。（第５条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第43号）◇島根県安心こども基金条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

島根県安心こども基金を財源とする事業に妊婦への支援に関する事業を追加することとした。（第１条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第44号）◇島根県地域自殺対策緊急強化基金条例

１ 条例の概要

⑴ 設置

地域における自殺対策の緊急強化を図るための事業に要する経費に充てるため、島根県地域自殺対策緊急強化基

金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）

⑵ 積立て

基金として積み立てる額は、予算で定めることとした。（第２条関係）

⑶ 管理

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管することとした。（第３条関係）

⑷ 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることとした。（第４条関

係）

⑸ 繰替運用

知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるこ

ととした。（第５条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。
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（条例第45号）◇島根県立中海水中貯木場条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 貯木場は、松江市美保関町下宇部尾地先水面に設置することを明記することとした。（第２条第１項関係）

⑵ 知事は、貯木場の区域を告示するものとすることとした。（第２条第２項関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第46号）◇島根県立産業高度化支援センター条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 指定管理者が行う業務から島根県立東部情報化センターの施設及び設備の維持管理に関するものを削除すること

とした。（第16条関係）

⑵ 使用料の新設（別表関係）

ア 編集室等

種 別 使用料の額（１時間につき）

デジタルハイビジョン映像編集室 1,410円

デジタル音声編集室 1,180円

コンピュータグラフィックス制作室（貸切りの場合） 780円

コンピュータグラフィックス制作室（貸切りでない場合 190円

（１区画につき））

ノンリニア編集室 330円

ＤＶＤ編集室 310円

ミーティング室 330円

ハイビジョン静止画制作室 690円

イ 会議室

種 別 使用料の額（１時間につき）

大会議室 2,020円

中会議室 1,170円

小会議室 740円

特別会議室 980円

ウ 設備

種 別 単 位 使用料の額

映像音響編集用機器 １時間につき 8,980円以内で知事が定める額

その他設備器具 知事が定める単位 知事が定める額

⑶ 会議室の名称の変更（別表関係）

改 正 前 改 正 後

会議室 南館会議室

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第47号）◇島根県立武道施設条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 休館日の変更（第12条関係）
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改 正 前 改 正 後

年末年始以外 月曜日及び国民の祝日に関する法律に規定す 月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日

る国民の祝日の翌日 に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でな

い日）

年末年始 12月28日から翌年の１月４日まで 12月29日から翌年の１月３日まで

⑵ その他規定の整理

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第48号）◇島根県立体育施設条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

休業日の変更（第11条関係）

改 正 前 改 正 後

年末年始以外 月曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する 月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日

国民の祝日の翌日 に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でな

い日）

年末年始 12月28日から翌年の１月４日まで 12月29日から翌年の１月３日まで

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第49号）◇島根県立ライフル射撃場条例を廃止する条例

１ 条例の概要

島根県立ライフル射撃場について使用者が減少し、かつ、少数の者に限られる状況になったことにより、公の施設

としての意義がなくなったことから、島根県立ライフル射撃場条例を廃止することとした。

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第50号）◇島根県立青少年社会教育施設条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 島根県立青少年の家の指定管理者が行う業務に島根県立東部社会教育研修センターの施設及び設備の維持管理に

関するものを加えることとした。（第13条関係）

⑵ 島根県立青少年の家の会議室の廃止による使用料の削除（別表関係）

⑶ その他規定の整理

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

（条例第51号）◇島根県立生涯学習推進施設条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 生涯学習推進施設の名称の変更（第１条関係）

改 正 前 改 正 後

島根県立生涯学習推進センター 島根県立東部社会教育研修センター
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島根県立西部生涯学習推進センター 島根県立西部社会教育研修センター

⑵ 島根県立東部社会教育研修センターを出雲市に設置することとした。（第１条関係）

２ 施行期日

平成22年４月１日から施行することとした。

◇ （条例第52号）島根県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

警務部の所掌事務に被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関することを追加することとした。（第

４条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県地域活性化・生活対策臨時基金条例の一部を改正する条例をここ 
に公布する。 
  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛   
島根県条例第 34 号 
   島根県地域活性化・生活対策臨時基金条例の一部を改正する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 35 号 

   島根県手数料条例の一部を改正する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立高度情報化センター条例を廃止する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 36 号 

   島根県立高度情報化センター条例を廃止する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例をここに公布
する。 
  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛   
島根県条例第 37 号 
   島根県立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例をここに公布する。 
  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  
島根県条例第 38 号 
   島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立総合福祉センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 39 号 

   島根県立総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

�������	
��������������������������

 !"#$%&

�'�(�)��*+,�'���)�-.,�/�01�2�34�5�6

78+9:%&

�;��/�(<����=>?@AB
��CD����E�=>?@A

B
��,����FGHIJ
����������������K���

'�!LM$%����E�HIJ
��ND!O�<����E�PQRS

TU
��CDO!"V%&

�����5W�X(

"V%&

��Y��5W�X(

*%&

ZX(<��'�,�;�,��[�\]�O�<��'�,��[�\]�O!

"V,ZX�5���^�X(

<

O

�

�	`a
���bc
deKf01dg;f

34
hiTU
���bc

jk�	
���bc

<

O

!
�	`a
���bc deKf01dg;f

34jk�	
���bc

<

O
�hiTU
���bc lml,nmlCDolp!�%ql

<

O
�rs�TUt [uv�sw xu[ysw [uv�sw ��u�ssw ��u�ssw �yuyssw

 
15



 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 40 号 

   島根県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 41 号 

   島根県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 42 号 

   島根県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例 

����

��� 	
�������������������������� !"

	
#$�%&�'()*+,-./�0,-12�34-56789:	


#$%&'(�;<=>�?�@AB�?CDEFG�)��,-G

�HI4�

�J� �?DK4HLI4-M"7NOPQ6-G

�RS�

�T� �?�U,-V?"7?WXYZ�[?\�]^_`abcdefg

�hi�RKfjklfmfEG

J �?�U,-V?"7n0�op7^_`abcdefdqrs�tu-v

DwPx-G

�yz{?�%S�

�|� �?�yzbm}~-�{"7��������NO���K47�?

��i�k-_�D,-G

���yz�

��� �."7���n0w�-D�6-Dx"7`af��K�g7��

��e�)Q647�?�U,-V?)��V?��i�u4yz,-vDw

Px-G

����

��� v��>����YKn0f.�"7�.w��Q6-G

� �

v��>"7��� bm��,-G

 
20



 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県安心こども基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 43 号 

   島根県安心こども基金条例の一部を改正する条例 

�������	
�������������������������

 !"#$

�%�&'()*���'+,-.�/0*�+'��12*���'3

4+*�56#$

7 8

���9+:;�<=>?@"#$

 
21



 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県地域自殺対策緊急強化基金条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 44 号 

   島根県地域自殺対策緊急強化基金条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立中海水中貯木場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 45 号 

   島根県立中海水中貯木場条例の一部を改正する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立産業高度化支援センター条例の一部を改正する条例をここに公
布する。 
  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  
島根県条例第 46 号 
   島根県立産業高度化支援センター条例の一部を改正する条例 
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 号外第 130 号          島  根  県  報       平成 21 年７月 17 日   

                                           
 

 島根県立武道施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 47 号 

   島根県立武道施設条例の一部を改正する条例 
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 島根県立体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 48 号 

   島根県立体育施設条例の一部を改正する条例 
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 島根県立ライフル射撃場条例を廃止する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 49 号 

   島根県立ライフル射撃場条例を廃止する条例 
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 島根県立青少年社会教育施設条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。 
  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  
島根県条例第 50 号 
   島根県立青少年社会教育施設条例の一部を改正する条例 
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 島根県立生涯学習推進施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 51 号 

   島根県立生涯学習推進施設条例の一部を改正する条例 
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 島根県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例をここに
公布する。 
  平成 21 年７月 17 日 

島根県知事 溝 口 善兵衛  
島根県条例第 52 号 
   島根県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例 
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